
 

 

 

 

 

 

◆本教室の目的 
中途失聴者や難聴者の方が手話の基礎技術を習得することでコミュニケーションの幅を広げ、 
同様の経験のある方との交流の場となることを目的としています。 

※手話通訳・要約筆記者が支援します。 

◆受講期間・会場・募集人数等  ※都合により会場が変更となる場合があります。 

日程 曜日 時間 会場 交通 募集人数 

令和 8 年 

4 月 23 日～ 

 9 月 10 日 

(全 10 回) 

原則 

第 2・第４ 

木曜日 

(祝日を除く) 

 

午後２時 

 ～午後４時 

 

桜丘区民センター 

第 1・2 会議室 

 

 

小田急線千歳船

橋駅 (徒歩 5 分) 

 
 

10 名程度 

※ 後期の募集案内は令和 8 年 8 月を予定しています 
※ 前期をご受講になられた方でも、後期の教室にお申込みいただけます。 

◆受講費用：テキスト代（1,500 円程度） 

 ◆応募資格：世田谷区内に在住の中途失聴又は難聴の方で基礎から手話を学びたい方 

        ※世田谷区手話講習会(初級・中級クラス)との同時申込は出来ません。 

 ◆応募方法  電子申請または郵送・窓口への持参となります。 

 

 
 
 
 
 
 
   

  郵  送  先 ：〒154―8504 世田谷区世田谷４－２１－２７ 

        世田谷区 障害施策推進課 事業担当（封筒に「手話入門教室（前期）」と明記ください） 

  持参の場合 ：世田谷区役所 第２庁舎 3 階 ３３番窓口 障害施策推進課 

 
 
 
 
 
 
                ※受講の可否は令和 8 年 4 月 6 日以降に通知します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本件担当：障害施策推進課   問い合わせ先：℡ 03-5432-2388 / fax 03-5432-3021 

 

・電子申請の場合… 右の二次元コード、アドレスからご申請ください。 

・郵送、窓口持参の場合… 必要事項を記入した所定の申込書 
(本募集案内に添付されています） 

             を下記まで郵送又はご持参ください（FAX 不可）。 
https://logoform.jp/f/aljTz 

《締切》令和８年２月２７日(金)午後 5 時（必着） 
      ※期限厳守でお願いします。 

   
 中途失聴者・難聴者の方で、一定程度の手話技術をお持ちの方向けの教室を開講します。 
 

開 講 日：令和 8 年 4 月９日（木）～ 毎月第２・第４木曜日(祝日を除く)  ※通年の実施です 
時  間：14 時～16 時      
実施場所：桜丘区民センター 
参加方法：令和 8 年 4 月９日以降の開講日に会場スタッフにお申し出ください。 

※手話技術の確認をさせていただきます。 

「スキルアップ講座（登録制）」開講のお知らせ   ※見学は自由にできます。 

https://logoform.jp/f/aljTz

